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 佐賀県規則第 27 号 

   佐賀県財務規則の一部を改正する規則 

 佐賀県財務規則（平成４年佐賀県規則第 35 号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

 （出納員の任命）  （出納員の任命） 

第 10 条 略 第 10 条 略 

２ 知事は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるとき

は、前項に定める者以外の者を出納員に任命することができる。こ

の場合においては、前項の規定は適用しないものとする。 

 

３～５ 略 ２～４ 略 

 （指定公金事務取扱者）  （指定公金事務取扱者） 

第 50 条 略 第 50 条 略 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 第 47 条第１項、第２項、第５項及び第６項の規定は、第１項の

規定により指定を受け、収納の事務の委託を受けた指定公金事務取

扱者(以下「収納受託者」という。）が第２項に規定する歳入等を収

納する場合に準用する。この場合において、「会計管理者、出納員

及び経理員」及び「会計管理者又は委任出納員」とあるのは「収納

受託者」と、「現金領収日付印」とあるのは「収納事務受託者領収

日付印(知事が特別の事情があると認め、かつ、契約に特別の定め

をした場合は、当該契約で定めた日付印)」と、「払込通知書兼領収

証書」とあるのは「現金払込領収証書」と、「払込書」とあるのは

「現金払込書」と、「払込領収済通知書」とあるのは「現金払込領

収済通知書」と、「。次項」とあるのは「(知事が特別の事情がある

と認め、契約に特別の定めをしたときは、当該契約で定めた日時)。

次項」と、「高等学校その他の県立学校において授業料を収納した

ときは、納入書及び納入領収済通知書に代えて、現金払込領収済通

５ 第 47 条第１項、第２項、第５項及び第６項の規定は、第１項の

規定により指定を受け、収納の事務の委託を受けた指定公金事務取

扱者(以下「収納受託者」という。）が第２項に規定する歳入等を収

納する場合に準用する。この場合において、「会計管理者、出納員

又は経理員」及び「会計管理者又は委任出納員」とあるのは「収納

受託者」と、「現金領収日付印」とあるのは「収納事務受託者領収

日付印(知事が特別の事情があると認め、かつ、契約に特別の定め

をした場合は、当該契約で定めた日付印)」と、「払込通知書兼領収

証書」とあるのは「現金払込領収証書」と、「払込書」とあるのは

「現金払込書」と、「払込領収済通知書」とあるのは「現金払込領

収済通知書」と、「。次項」とあるのは「(知事が特別の事情がある

と認め、契約に特別の定めをしたときは、当該契約で定めた日時)。

次項」と、「高等学校その他の県立学校において授業料を収納した

ときは、納入書及び納入領収済通知書に代えて、現金払込領収済通
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改正前 改正後 

知書を添えなければならない」とあるのは「収納受託者が、納入書

及び納入領収済通知書又は返納書及び返納領収済通知書に記載す

べき事項を記録した電磁的記録を送付したときは、払込みに際し

て、現金払込書並びに納入書及び納入領収済通知書又は返納書及び

返納領収済通知書を添えることを要しない」と読み替えるものとす

る。 

知書を添えなければならない」とあるのは「収納受託者が、納入書

及び納入領収済通知書又は返納書及び返納領収済通知書に記載す

べき事項を記録した電磁的記録を送付したときは、払込みに際し

て、現金払込書並びに納入書及び納入領収済通知書又は返納書及び

返納領収済通知書を添えることを要しない」と読み替えるものとす

る。 

６～９ 略 ６～９ 略 

 （監督、検査又は確認）  （監督、検査又は確認） 

第 117 条 略 第 117 条 略 

２ 収支等命令者は、監督、検査又は確認を契約の相手方の申出によ

り行う旨の契約を行うときは、監督・検査・確認申請書を契約の相

手方が提出する旨を契約しなければならない。 

２ 収支等命令者は、監督、検査又は確認を契約の相手方の申出によ

り行う旨の契約を行うときは、監督・検査・確認に係る申請書を契

約の相手方が提出する旨を契約しなければならない。 

３ 収支等命令者は、第１項の規定により監督、検査又は確認を行う

旨の契約をするときは、次の各号に掲げる給付の種類に応じ当該各

号の期間内に、これを行う旨を契約しなければならない。ただし、

契約の性質上当該期間内に行うことが著しく困難な特殊な内容を

有するものについては、契約の相手方との合意により、第１号に掲

げる給付にあっては 21 日以内、第２号に掲げる給付にあっては 15

日以内に行う旨を契約することができる。 

３ 収支等命令者は、第１項の規定により監督、検査又は確認を行う

旨の契約をするときは、次の各号に掲げる給付の種類に応じ当該各

号の期間内に、これを行う旨を契約しなければならない。ただし、

契約の性質上当該期間内に行うことが著しく困難な特殊な内容を

有するものについては、契約の相手方との合意により、第１号に掲

げる給付にあっては 21 日以内、第２号に掲げる給付にあっては 15

日以内に行う旨を契約することができる。 

(1) 工事に係る給付 監督・検査・確認申請書の提出があった日

から 14 日以内 

(1) 工事に係る給付 監督・検査・確認に係る申請書の提出があっ

た日から 14 日以内 

(2) 工事に係る給付以外の給付 監督・検査・確認申請書の提出

があった日から 10 日以内 

(2) 工事に係る給付以外の給付 監督・検査・確認に係る申請書

の提出があった日から 10 日以内 

４・５ 略 ４・５ 略 

６ 第４項の規定により監督、検査又は確認を行った者は、監督・検

査・確認結果報告書を作成し、自ら契約を締結した者にあってはこ

６ 第４項の規定により監督、検査又は確認を行った者は、監督・検

査・確認に係る結果報告書を作成し、自ら契約を締結した者にあっ
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改正前 改正後 

れを保存し、その他の者にあっては契約を締結した者にこれを報告

するものとする。ただし、別表第１のＦ欄に規定するところにより、

これを省略することができる。 

てはこれを保存し、その他の者にあっては契約を締結した者にこれ

を報告するものとする。ただし、別表第１のＦ欄に規定するところ

により、これを省略することができる。 

 （部分払）  （部分払） 

第 121 条 略 第 121 条 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 前２項に規定する工事及び製造の部分払の契約をするときの部

分払の回数は、1,000 万円未満の契約金額に係るものにあっては１

回、1,000 万円以上１億円未満の契約金額に係るものにあっては２

回、１億円以上の契約金額に係るものにあっては３回をそれぞれ限

度とする。 

 

 （亡失・損傷届）  （亡失・損傷届） 

第 200 条 本庁等の各課の長、室長等又はかい
、、

の長は、法第 243 条の

２の２第１項に規定する職員がその保管に係る現金、有価証券、保

管物品又は占有動産若しくは使用物品を亡失し、又は損傷したとき

は、直ちに、亡失・損傷届を会計管理者を経由して、知事に送付し

なければならない。 

第 200 条 本庁等の各課の長、室長等又はかい
、、

の長は、法第 243 条の

２の８第１項に規定する職員がその保管に係る現金、有価証券、保

管物品又は占有動産若しくは使用物品を亡失し、又は損傷したとき

は、直ちに、亡失・損傷届を会計管理者を経由して、知事に送付し

なければならない。 

 別表第１中「監督・検査・確認結果報告書」を「監督・検査・確認に係る結果報告書」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第 200 条の改正規定は、公布の日から施行する。 


